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用語集 

【あ行】 

液状化 

地震によって地盤が一時的に液体のようになる現象で、小規模な場合は、地下から泥水が噴き出す程

度であるが、規模が大きくなると地盤が軟弱になるため不等沈下による建物や石油タンクの倒壊や、道

路の陥没、堤防の沈下等が発生する。埋立地や河川沿いの低地など、水分をたくさん含んだゆるい砂質

の地盤で発生しやすい。 

ＮＰＯ（Non-Profit Organization） 

ボランティア団体や市民活動団体などの非営利組織を指し、利益追求を目的とする企業や団体と違っ

て、社会的使命の実現を目指して活動する民間の組織や団体のこと。特定非営利活動促進法に基づく法

人格を持った団体はＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）と呼ばれる。 

 

【か行】 

海溝型地震 

日本付近では、海のプレートが陸のプレートを押すとともに引きずり込みながら、陸のプレートの下

にもぐり込んでいるが、プレート境界の摩擦力が限界に達すると急激なすべりが起こり、巨大な地震が

発生する。この地震を海溝型地震（プレート境界型地震）という。海側のプレートのもぐり込む場所は、

日本海溝や南西諸島海溝及びトラフと呼ばれる海底の凹地（駿河トラフ、南海トラフなど）で、マグニ

チュード８程度以上の巨大地震である関東大地震、東海地震、南海地震などが発生している。 

外水はん濫 

河川の水位が上昇し、堤防を越えてはん濫したり、堤防が決壊して洪水となったりすることをいう。 

活断層（断層） 

地質学的に最近の期間(数10万年～200万年)において、地震を繰返し発生させ、今後も引き続き活動

して地震を引き起こす可能性の高い断層のこと。 

帰宅困難者 

災害などを原因とする公共交通機関の不通により、会社や学校から自宅に帰ることが困難となった人

のことをいう。 

急傾斜地崩壊危険箇所 

傾斜度が30度以上かつ斜面の高さが５メートル以上の箇所で、人家等に被害が生じるおそれのある地

区をいう。 

急傾斜地崩壊危険区域 

急傾斜地崩壊危険箇所のうち、一定の行為を制限したり、防災工事を行う必要がある区域について、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて、県知事が指定する区域である。 

救護所 

災害や大規模事故が発生した場合に、被災現場等に医師会や病院から医師等が派遣され応急的な医療

活動を行うための場所である。 

緊急消防援助隊 

平成７年１月17日の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災害時におけ

る人命救助活動等をより効果的かつ迅速に実施し得るよう、全国の消防機関相互による援助体制を構築

するため、全国の消防本部の協力を得て、平成７年６月に創設された。この緊急消防援助隊は、平常時

においては、それぞれの地域における消防の責任の遂行に全力を挙げる一方、我が国のどこかにおいて

大規模災害が発生した場合には、全国から当該災害に対応できるだけの消防部隊が被災地に集中的に出

動するというシステムである。大規模災害発生に際し、県知事からの応援要請に対し消防組織法第 24
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条の３に規定する消防庁長官の要請（同法改正後は指示も含む）により、被災地に出動し、被災市町村

長の指揮の下、活動することを任務としている。 

緊急輸送道路 

県や市等が、人命の救助や災害応急対策活動に必要な物資、資機材、要員等の広域的な緊急輸送を行

うために、事前に指定する道路のことである。指定された緊急輸送路の管理者は、それぞれの計画に基

づき、その整備を実施する。 

クラッシュシンドローム（挫滅症候群） 

筋肉が長時間の圧迫によって、筋組織が壊死を起こすために起こる循環障害で、著しい脱水・高カリ

ウム血症・急性腎不全を引き起こす症状をさす。症状が重い場合は、不整脈や心停止など全身に重篤な

障害をもたらすため、血液透析などの速やかな治療が必要となる。 

警戒区域 

災害現場で身体等に対する危険防止、また、消火活動火災調査のため関係者以外の出入りを禁止した

り制限したりする区域のことである。立入制限区域ともいう。火災のほか、風水害、土砂災害、火山災

害、原子力関連の事故などの場合にも設定される。一般には災害対策基本法第 63 条に基づき指定され

る区域をいい、罰則付きで区域内への立ち入りが制限、禁止、退去を命令される。 

激甚災害制度 

甚大な被害が発生した場合に、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、

中央防災会議の意見を聴いた上で、政令でその災害が「激甚災害」として指定される。激甚災害に指定

されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げや中小企業に対する低利融資など、

特別の財政助成措置が講じられる。  

広域避難場所 

地震時の市街地延焼火災から身を守るための広いオープンスペースのこと。概ね 10ha 以上の空地

（10ha未満の空地であっても、周辺に耐火建築物等が存在し、火災に対して有効な遮断が可能な場所を

含む）、又は土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を有する

と認められるもの。 

洪水予報 

洪水予報指定河川について、気象庁と国土交通省または都道府県の機関が共同して、洪水のおそれの

状態を基準地点の水位又は流量を示して行う洪水の予報である。気象庁と国土交通省の機関が行う洪水

予報では、はん濫後において、はん濫により浸水する区域及びその水深を予報する。 

 

【さ行】 

災害救助法 

災害時に、国が地方自治体や日本赤十字社及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災

者の保護と社会秩序の安定を図ることを目的とした法律である。災害救助法の適用を受けた災害の場合

は、救出、避難所設置、食品の給与、応急仮設住宅の設置等の対策にかかる費用が国庫負担の対象にな

る。 

災害拠点病院 

災害時に発生する傷病者に対応するため、「24時間体制が取れる」「ヘリ等の広域搬送に対応できる」

などの条件を満たす総合病院で厚生労働省が指定する。災害拠点病院は、地域災害医療センターと、特

に各県単位で中心となる施設が基幹災害医療センターとして指定されている。 

災害時要援護者 

災害から身を守るための適切な防災行動をとることが特に困難な人で、乳幼児、寝たきりなどの高齢

者、障がい者、妊産婦や在住外国人などをいう。 
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災害対策基本法 

災害から国土と国民の生命、財産を守るために、国、自治体、公共機関によって必要な体制を整備し、

責任の所在を明らかにすると共に、計画の策定、災害予防、災害応急対策、災害復旧などの措置などを

定めた法律である。1959（昭和34）年の伊勢湾台風の被害をきっかけに、防災関係法令の一元化を図る

ために1961（昭和36）年に制定された。 

災害対策本部 

災害時に対策を決定し、指揮をとる本部。大規模な災害発生時の対策・指揮をとるところで、災害発

生直後に設立される部門であるが、災害の規模、種別等によりその役割・内容は大きく異なる。また、

設置される場所・所属等も多数となる可能性がある。JCO 臨界事故では、政府、県庁、市町村、各防災

対策機関、対応にあたる医療施設、JCO工場等で設置された。 

指定行政機関 

内閣総理大臣が、関係法に基づいて指定する行政機関のことである。 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、防衛省、金融庁、総務省、消防庁、法務省、公安調査庁、外務省、

財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源

エネルギー庁、中小企業庁、原子力安全・保安院、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁及び

環境省がある。 

指定公共機関 

内閣総理大臣が、関係法に基づいて指定する公共機関のことである。 

独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、

通信その他の公益的事業を営む法人で、政令及び内閣総理大臣公示で指定されている組織。 

指定地方行政機関 

内閣総理大臣が関係法に基づいて指定する指定行政機関の地方支分局のことである。 

指定地方公共機関 

都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公

社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当

該都道府県の知事が指定する。 

自主防災組織 

地域住民が「自分たちの地域は、自分たちで守ろう」という連帯感に基づき自主的に結成する組織。

平常時には知識の普及、防災訓練の実施、防災用資機材の整備を行い、災害時には情報の収集伝達、初

期消火、負傷者の救出救護、避難誘導などの活動を行う。災害による被害を最小限にし、いち早く立ち

直るためには、地域ぐるみの協力体制が不可欠であり、自主防災組織がこの役割を果たす。 

震度 

その地点での地震の揺れの強さを示す数値で、ある場所での地震動の強さをいくつかの階級に分けて

表す数値をいう。日本では気象庁震度階級によって表され、かつては体感及び周囲の状況から推定して

いたが、1996年（平成８年）４月からは、計測震度計により自動的に観測し10段階に区分している。 

水防管理団体 

水防の責任を有する市町村（特別区を含む。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合若

しくは水害予防組合をいう。 

水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者

をいう。 

水防機関 

水防団及び消防機関（消防本部、消防署、消防団）をいう。水防管理団体は、区域内にある消防機関

が水防事務を十分に処理することができないときは、水防団を置かなければならないとしている。 
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水防計画 

水防法に基づき、水防上必要な監視、警戒等、水門等の操作、水防団・消防機関・水防協力団体の活

動、器具・設備の整備等を定めた計画のことである。 

水防警報 

水防法に基づいて、洪水又は高潮によって災害が発生するおそれがあるときに、水防を行う必要があ

る旨を、河川管理者から水防管理者に対して警告を行う発表をいう。水防警報の種類は、次のとおりで

あり、水防機関（消防本部、消防署、消防団）への指示を行うためのものである。 

待機：状況に応じて直ちに水防機関（消防団の場合は自宅から詰所に）が出動できるように待機する

必要がある旨を警告 

準備：水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努め

るとともに、水防機関（消防団の場合は詰所から）に出動できるよう準備をさせる必要がある

旨を警告 

出動：水防機関が出動し、重要水防箇所等の巡視を行う必要がある旨を警告 

指示：出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要である旨を警告するとともに、水防活動上必要

な越水・漏水・法崩・亀裂等河川の状態を示しその対応策を指示 

解除：水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報

を解除する旨を通告 

水防法 

洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持す

ることを目的として制定された法律である。 

水防活動は、この法律により定められた水防計画に基づき、具体的な活動が行われる。 

 

【た行】 

中央防災会議 

内閣総理大臣を会長とし、防災担当大臣や防災担当大臣以外の全閣僚、指定公共機関の長、学識経験

者からなる会議で、防災基本計画等の作成及びその実施の推進、非常災害の際の緊急措置に関する計画

の作成及びその実施の推進、防災に関する重要事項の審議、防災に関する重要事項に関する内閣総理大

臣及び防災担当大臣への意見の具申等を行う。 

直下型地震 

陸地を震源とする比較的浅い地震の通称。海のプレートの動きは、海溝型地震の原因となるだけでな

く陸のプレートを圧迫し、内陸部の岩盤にもひずみを生じさせる。ひずみが大きくなると、内陸部の地

中にあるプレート内部の弱い部分で破壊が起こる。こうして起こる地震は、海溝型の巨大地震に比べる

と規模は小さいが、局地的に激震を起こす。都市直下の浅いところを震源とする場合には大きな被害を

もたらす。兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）はこれにあたる。 

同報設備 

避難勧告等の緊急情報を、市民等に一斉かつ即時に伝えるための手段をいう。公園等に設置した無線

スピーカーでの放送、事前登録されたメールアドレスやファックスへの配信等の方法がある。 

東海地震 

東海地域での発生が予測される巨大地震の名称。駿河湾を中心とした東海地域で、近い将来発生する

可能性が高いとして、発生前から命名されている巨大地震の名称である。震源域が浅いマグニチュード

８程度の地震と予測されているが、短期予知できる可能性がある。このため東海地域およびその周辺地

域は、大規模地震対策特別措置法の対象地域となっていて、同法に基づいた対策・体制がとられている。 

都市型水害 

  都市部では、地面が道路舗装やコンクリートで覆われているため、降った雨が地面にしみ込まずに大

部分が河川に流れ込む。このため、強い雨が短時間に降ると、河川や水路の水位が急激に上昇して氾濫

しやすくなる。また、下水溝、用水溝でも排水機能が追いつかなかったり、河川から逆流したりして浸
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水する。これを都市（型）水害と呼ぶ。 

土砂災害警戒情報 

大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断や住民の

自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報のことである。 

土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害の内、避難勧告等の災害応急対応が必要な土石流

や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。しかし、土砂災害は、それぞれの斜面における植

生・地質・風化の程度、地下水の状況等に大きく影響されるため、個別の災害発生箇所・時間・規模等

を詳細に特定することはできない。また、技術的に予測が困難である斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地

すべり等は、土砂災害警戒情報の発表対象とはしていない。 

トリアージ 

災害や事故の時、多数の傷病者が同時に出た際に、早期に治療を要する重症患者を発見し、早期に適

切な治療を受けさせることで、より多くの人命を救うことを目的として傷病の程度や治療の優先順位の

判定をすることをいう。本来は戦場での負傷者の傷病の程度を判定するために使われていた言葉である。 

 

【な行】 

内水はん濫 

大きな河川の水位が上昇したために、そこに流れ込む水路の水が行き場を失って、宅地等に逆流したり、

宅地等に降った大雨が、水路や下水道に排水しきれずに、水が溜まることをいう。 

 

【は行】 

ハザードマップ 

災害による被害を予測し、その被害範囲を地図にまとめたものである。 

最近では避難場所や避難経路などを書き込んだものもハザードマップとよんでおり、水防法、土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、地震防災対策特別措置法により、洪水、

土砂災害、地震・津波に対するハザードマップの作成が市町村の義務となっている。 

はん濫危険水位 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫の恐れがある水位をいう。以前は、「危険水位」と

呼ばれていたが、｢洪水等に関する防災情報体系の見直し実施要綱｣に準じて、平成 19 年 4 月からは防

災用語としては「はん濫危険水位」と表現している。 

はん濫注意水位 

水害の発生に備えて、水防法で定める水防管理団体が出動する目安になる水位である。以前は、「警戒

水位」と呼ばれていたが、｢洪水等に関する防災情報体系の見直し実施要綱｣に準じて、平成 19 年 4 月

からは防災用語としては「はん濫注意水位」と表現している。 

被災建築物の応急危険度判定 

応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の

危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる

二次的災害を防止することを目的として行われる。 

その判定結果は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに

対してもその建築物の危険性について情報提供するものである。これらの判定は建築の専門家が個々の

建築物を直接見て行われる。 

被災者生活再建支援制度 

被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、都道

府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、そ

の自立した生活の開始を支援するものである。 
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被災宅地危険度判定 

災害対策本部が設置されるような大規模な地震又は大雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災

した場合、要請を受けた被災宅地危険度判定士が危険度判定を実施し、被害の発生状況を迅速かつ的確

に把握することにより、宅地の二次災害を軽減・防止し住民の安全を確保することを目的として行われ

る。 

ＢＣＰ（事業継続計画） 

Business Continuity Planの略で、地震などの災害や事故・事件などが起きた場合に、企業が、従来

の防災対策に加え、中核事業の継続・早期復旧を図るために平常時に行うべき活動並びに緊急時（災害

時）の対応方法、手段などを事前に取り決めておく計画のことである。 

避難勧告 

災害対策基本法に基づき市町村長等が住民に対し避難のための立ち退きを勧め促すために発令する情

報である。 

避難指示 

災害対策基本法、水防法等に基づき市町村長等が住民に対し、被害の危険が切迫したときに避難のた

めの立ち退きをより強く促すために発令する情報である。 

避難準備情報 

事態の推移によっては避難勧告、避難指示を発令することが予想される場合に、避難のための準備や

避難活動に時間を必要とする災害時要援護者の避難を開始するために、市町村長が住民に対し発表する

情報である。法的根拠はなく地域防災計画で規定される。 

避難判断水位 

避難の必要も含めてはん濫に対する警戒を要する水位である。指定河川では、避難判断水位に到達し、

さらに上昇が見込まれる場合、あるいは一定時間後にはん濫危険水位に到達が見込まれる場合に、○○

川はん濫警戒情報（洪水警報）を発表する。 

福祉避難所 

災害発生後に、障がい者や心身に衰えのある高齢者、乳幼児等、避難所での生活において特別な配慮(身

体的ケアやコミュニケーション支援等)を必要とする方々を収容し保護する施設のことである。 

防災会議 

自治体の防災対策を推進するために、都道府県知事、市町村長を会長として、地域の防災関係機関の

代表者によって組織された会議で、地域防災計画の策定や災害情報の収集等を行う。 

防災基本計画 

災害対策基本法に基づき、中央防災会議が作成する国の防災に関する基本的な計画のことである。 

 

【ま行】 

マグニチュード 

地震全体の規模を表す数値、震源のエネルギーの大きさを示す。マグニチュード１の違いは、約 30

倍である（マグニチュード２の違いで1000 倍)。関東大震災はマグニチュード7.9、兵庫県南部地震は

7.2 であった。地震被害の大きさ・広がりは、一般的にいってマグニチュード７程度では、一つの県を

占める規模、マグニチュード８では、複数県にまで拡大すると考えられている。 

 

【ら行】 

ライフライン 

現代社会においては、電気・ガス・水道・電話、道路、鉄道など、日常生活を維持していくうえで必

須の諸設備のことである。 
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